
久喜市文書取扱規程の一部を改正する訓令 

久喜市文書取扱規程（平成２２年久喜市訓令第５号）の一部を次のように改正

する。 

第２６条を次のように改める。 

（公印の使用） 

第２６条 起案者は、施行する文書が次の各号のいずれかに該当するときは、久

喜市公印規則（平成２２年久喜市規則第１３号）の定めるところにより公印を

押印しなければならない。 

（１） 法令等（法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則をいう。）に

おいて公印の押印を要することとされている文書 

（２） 相手方の権利又は義務に重大な影響を及ぼす可能性のある文書 

（３） 身分、資格その他特定の事実を証明する文書 

（４） 前３号に掲げるもののほか、公印の押印が特に必要であると主務課長

が認めた文書 

別表第２中「（２０） 前各号」を「（２０） （１）から（１９）まで」に、

「（８） 前各号」を「（８） （１）から（７）まで」に、「（６） 前各

号」を「（６） （１）から（５）まで」に、「（５） 前各号」を「（５） 

（１）から（４）まで」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


